
徳
島
県
告
示
第
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
案
を
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計
画
の

案
に
つ
い
て
、
徳
島
県
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
一
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

都
市
計
画
の
案
の
概
要

１

都
市
計
画
の
名
称

貞
光
都
市
計
画

２

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

３

主
な
計
画
変
更
の
内
容

基
本
的
考
え
方
を
追
加
す
る
。

(一)

都
市
計
画
の
目
標
を
変
更
す
る
。

(二)

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
を
変
更
す
る
。

(三)

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

１

追
加
す
る
部
分

な
し

２

削
除
す
る
部
分

な
し

３

変
更
す
る
部
分

な
し

三

縦
覧
場
所

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
つ
る
ぎ
町
建
設
課

四

縦
覧
期
間

令
和
四
年
一
月
五
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で


